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(57)【要約】
【課題】全体を小型化するとともに組立性を向上させる
ことができるバスバーモジュール及び電源装置を提供す
ること。
【解決手段】電圧検出端子３３のバレル部３３１が、バ
ッテリ２１同士の間に設けられた検圧線収容溝３２３か
ら延びるとともに、連結部３３３を介して端子部３３２
のＹ方向外側端部に接続されていることで、バスバーモ
ジュール３及び電源装置１全体のＹ方向寸法を小型化し
つつバレル部３３１のＹ方向寸法を確保することができ
、電圧検出端子３３をバスバー収容部３２１に収容する
ためにＹ方向に撓ませた際にＸ方向への撓みを防ぐこと
ができ、組立性を向上させることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバッテリのうちの隣接するバッテリの電極同士を接続するバスバーと、前記バス
バーを収容するとともに該バスバーの接続方向に配列された複数のバスバー収容部を有す
るケース体と、前記バスバー収容部に収容されるとともに接続された前記電極を検圧する
ための電圧検出端子と、を備えたバスバーモジュールであって、
　前記ケース体は、前記バスバー収容部から前記接続方向と交差する方向に離隔するとと
もに前記接続方向に沿って延びる電線配索部と、前記隣接するバッテリ同士の間において
前記バスバー収容部と前記電線配索部とを連通するとともに前記電圧検出端子に接続され
る電圧検出線を収容する電線収容部と、を備え、
　前記電圧検出端子は、前記バスバー収容部において前記隣接するバッテリのうち一方に
対応して収容される端子部と、前記電圧検出線に接続されるバレル部と、前記バスバー収
容部と前記電線配索部との対向方向における前記端子部の前記電線収容部と反対側の端部
と前記バレル部とを接続する連結部と、を有して構成されることを特徴とするバスバーモ
ジュール。
【請求項２】
　前記バレル部と前記連結部とは、前記対向方向及び前記接続方向に傾斜して設けられて
いることを特徴とする請求項１に記載のバスバーモジュール。
【請求項３】
　前記連結部は、前記端子部における前記接続方向の端部に接続され、
　前記電圧検出端子は、前記端子部における前記対向方向の少なくとも一方側の端部に設
けられるとともに該電圧検出端子を前記バスバー収容部に固定するための係止片を有して
形成され、
　前記バスバー収容部には、前記係止片を係止する係止受け部が設けられていることを特
徴とする請求項１又は２に記載のバスバーモジュール。
【請求項４】
　請求項１～３いずれか１項に記載のバスバーモジュールと、複数のバッテリと、を有し
て構成されることを特徴とする電源装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電圧検出端子を備えたバスバーモジュール及び該バスバーモジュールを有し
て構成される電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電圧検出端子を備えたバスバーモジュールとして、電圧検出端子が隣接するバッ
テリ同士の間に設けられたバレル部を介して電線配索部に接続されるものが提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載されたバスバーモジュールでは、バレ
ル部がバッテリ同士の間に設けられていることで、電圧検出端子と他の部品との干渉が防
がれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－３３７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のバスバーモジュールでは、図５に示すように、電圧
検出端子１０１はバッテリの電極と電気的に接続される端子部１０２とバレル部１０３と
を有し、端子部１０２とバレル部１０３とはバスバーによるバッテリの接続方向に並設さ
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れているため、電圧検出端子１０１をバスバー収容部１０４に収容するために、端子部１
０２に力を加えて電圧検出端子１０１全体をバスバー収容部１０４と電線配索部１０５と
の対向方向に撓ませようとした際に、端子部１０２とバレル部１０３との境界部１０６付
近が接続方向にも撓んでしまい、電圧検出端子１０１をバスバー収容部１０４に収容しづ
らくなり、バスバーモジュール１００は組立性に劣るという不都合があった。また、境界
部１０６付近の接続方向への撓みを解消するためにバレル部１０３を対向方向に長く形成
する構成も考えられるが、このような構成においてはバスバーモジュール全体の寸法が大
きくなってしまうという不都合が考えられる。
【０００５】
　本発明の目的は、全体を小型化するとともに組立性を向上させることができるバスバー
モジュール及び電源装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のバスバーモジュールは、複数のバッテリのうちの隣接するバッテリの電極同士
を接続するバスバーと、前記バスバーを収容するとともに該バスバーの接続方向に配列さ
れた複数のバスバー収容部を有するケース体と、前記バスバー収容部に収容されるととも
に接続された前記電極を検圧するための電圧検出端子と、を備えたバスバーモジュールで
あって、前記ケース体は、前記バスバー収容部から前記接続方向と交差する方向に離隔す
るとともに前記接続方向に沿って延びる電線配索部と、前記隣接するバッテリ同士の間に
おいて前記バスバー収容部と前記電線配索部とを連通するとともに前記電圧検出端子に接
続される電圧検出線を収容する電線収容部と、を備え、前記電圧検出端子は、前記バスバ
ー収容部において前記隣接するバッテリのうち一方に対応して収容される端子部と、前記
電線収容部において前記電圧検出線に接続されるバレル部と、前記バスバー収容部と前記
電線配索部との対向方向における前記端子部の前記電線収容部と反対側の端部と前記バレ
ル部とを接続する連結部と、を有して構成されることを特徴とする。
【０００７】
　以上のような本発明によれば、隣接するバッテリ同士の間に設けられた電線収容部にバ
レル部が配されていることで、バレル部の長さを確保しつつバスバー収容部と電線配索部
との間の寸法を小さくすることができ、バスバーモジュール全体を小型化することができ
る。さらに、端子部の対向方向における電線収容部と反対側の端部と連結部とが接続され
ることで、バレル部及び連結部の対向方向寸法を確保することができ、電圧検出端子をバ
スバー収容部に収容するために対向方向に撓ませることが容易となり、電圧検出端子全体
が接続方向に撓むことが防がれ、組立性を向上させることができる。
【０００８】
　この際、本発明のバスバーモジュールでは、前記バレル部と前記連結部とは、前記対向
方向及び前記接続方向に傾斜して設けられていることが好ましい。このような構成によれ
ば、バレル部と連結部とが傾斜して延びていることで、連結部が接続方向に延びる構成と
比較して、連結部とバレル部との合計の接続方向寸法を小さくすることができ、バスバー
モジュール全体の接続方向寸法を小さくすることができる。
【０００９】
　さらに、本発明のバスバーモジュールでは、前記連結部は、前記端子部における前記接
続方向の端部に接続され、前記電圧検出端子は、前記端子部における前記対向方向の少な
くとも一方側の端部に設けられるとともに該電圧検出端子を前記バスバー収容部に固定す
るための係止片を有して形成され、前記バスバー収容部には、前記係止片を係止する係止
受け部が設けられていることが好ましい。このような構成によれば、端子部が接続方向の
端部において連結部に接続されるとともに、対向方向の端部に係止部が設けられることで
、連結部と係止部との干渉を防ぎつつ電圧検出端子をバスバー収容部に固定することがで
きる。
【００１０】
　一方、本発明の電源装置は、バスバーモジュールと、複数のバッテリと、を有して構成
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されることを特徴とする。
【００１１】
　以上のような本発明によれば、前述のようにバスバーモジュールの組立性を向上させる
ことができるとともに、バスバーモジュールの対向方向寸法を小さくする、即ち、電源装
置の対向方向寸法を小さくして小型化することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のような本発明のバスバーモジュール及び電源装置によれば、バレル部がバッテリ
同士の間に設けられた電線収容部に配されるとともに、連結部を介して端子部の対向方向
における電線収容部と反対側の端部に接続されていることで、小型化することができると
ともに組立性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る電源装置を示す上面図である。
【図２】前記電源装置の要部を拡大して示す上面図である。
【図３】前記電源装置に設けられた電圧検出端子を示す斜視図である。
【図４】本発明の変形例に係る電源装置に設けられた電圧検出端子を示す斜視図である。
【図５】従来技術の電源装置に設けられた電圧検出端子を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態の電源装置１は、図１
に示すように、複数のバッテリ２１が一方向に配列されたバッテリ群２と、複数のバッテ
リ２１同士を電気的に接続するバスバーモジュール３と、を有して構成され、例えば、電
気自動車に搭載されて車両の走行や各電装部品の動作のための電源として用いられるもの
とする。ここで、本実施形態におけるＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向は図１に示す通りとし、紙
面の手前側をＺ方向上側、奥側をＺ方向下側とし、図１に示すように、バッテリ２１のＹ
方向略中央部側を内側とし、バッテリ２１のＹ方向両側端部を外側（即ち、図１における
バッテリ２１のＹ方向略中央部よりも上側においては上側を外側、下側を内側とし、Ｙ方
向略中央部よりも下側においてはその逆）とする。
【００１５】
　複数のバッテリ２１は、Ｘ方向に配列されるとともに、各バッテリ２１のＹ方向の両側
端部付近にはＺ方向上側に突出した二つの電極２１１が設けられている。Ｘ方向に隣り合
うバッテリ２１の電極２１１は、互いに異なる極性を有するとともに、後述するようにバ
スバーモジュール３によって電気的に接続される。
【００１６】
　バスバーモジュール３は、図２にも拡大して示すように、隣接する二つのバッテリ２１
の電極２１１同士を接続する複数のバスバー３１と、バスバー３１を収容するバスバー収
容部３２１が複数配列された絶縁樹脂性のケース体３２と、バスバー収容部３２１に収容
されるとともに電気的に接続される電極２１１の一方を検圧するための電圧検出端子３３
と、を有して構成されている。バスバー３１はＸ方向を接続方向としてバッテリ２１の電
極２１１同士を接続している。
【００１７】
　バスバー３１は導電性の金属で形成され、Ｘ方向に隣り合う二つの電極２１１にＺ方向
上側から接触することで二つの電極２１１同士を電気的に接続している。バスバー３１と
電極２１１との接続構造は、例えば、電極２１１がねじ状に加工されるとともにバスバー
３１に電極２１１を挿通するための挿通孔が形成され、電極２１１がバスバー３１の挿通
孔に挿通されるとともにナットによって固定されるものとする。
【００１８】
　ケース体３２は、Ｘ方向に二列に配列されたバスバー収容部３２１と、バスバー収容部
３２１よりもＹ方向内側においてＸ方向に延びる電線配索部３２２と、Ｙ方向に延びると
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ともに電線配索部３２２とバスバー収容部３２１とを連通する電線収容部としての検圧線
収容溝３２３と、を有して構成され、電線配索部３２２とバスバー収容部３２１とはＹ方
向を対向方向として配されている。
【００１９】
　バスバー収容部３２１は、バスバー３１のＸ方向及びＹ方向の周囲を囲うことで他のバ
スバー３１と絶縁するように設けられている。また、バスバー収容部３２１は、一方の電
極２１１上に設けられるとともに電圧検出端子３３を収容する第一収容部３２１Ａと、他
方の電極２１１上に設けられる第二収容部３２１Ｂと、を有して構成されるとともに、第
一収容部３２１Ａと第二収容部３２１Ｂとの間に検圧線収容溝３２３が接続されている。
第一収容部３２１Ａ内のＹ方向両側には、電圧検出端子３３を固定するための突出片３２
１ａと、電圧検出端子３３に形成された後述する係止片３３２ｂを係止するための係止受
け部３２１ｂと、が形成されている。
【００２０】
　ケース体３２は、バスバー収容部３２１のＹ方向内側、即ち、バスバー収容部３２１と
電線配索部３２２との間に、バスバー収容部３２１をＺ方向上方から覆うための図示しな
いカバー部を係止するための係止溝３２４が形成されている。
【００２１】
　電線配索部３２２は、各バスバー３１に電気的に接続された図示しない電線と、電圧検
出端子３３に電気的に接続された電圧検出線３４と、を収容している。電圧検出線３４は
、検圧線収容溝３２３を通って電圧検出端子３３に接続される。
【００２２】
　電圧検出端子３３は、図３にも示すように、電圧検出線３４に接続されるバレル部３３
１と、第一収容部３２１Ａに収容されてバスバー３１を介して電極２１１に電気的に接続
される端子部３３２と、バレル部３３１と端子部３３２とを接続する連結部３３３と、を
有して板状の金属部材によって一体に構成されている。
【００２３】
　バレル部３３１は、検圧線収容溝３２３において電圧検出線３４に接続されるとともに
、Ｙ方向内側から外側に向かうにしたがって端子部３３２に近づくように、Ｙ方向及びＸ
方向に傾斜して形成されている。連結部３３３は、バレル部３３１と略同一方向に連続し
て延びるとともに、端子部３３２のＹ方向外側端部に接続されている。また、連結部３３
３は、端子部３３２におけるＸ方向の接続されるバッテリ２１同士の間側の端部に接続さ
れている。
【００２４】
　端子部３３２は、略中央部に電極２１１が挿通される挿通孔３３２ａが形成されるとと
もに、Ｙ方向両側端部にはＹ方向に突出した係止片３３２ｂが形成されている。また、端
子部３３２には、図示しないアプリケータによって電圧検出線３４とバレル部３３１とを
加締めるためのスペースＥを確保するために、切欠き３３２ｃが形成されている。
【００２５】
　次に、バスバーモジュール３において電圧検出端子３３をバスバー収容部３２１に収容
する組立方法について説明する。まず、電圧検出端子３３を電圧検出線３４に接続すると
ともにバレル部３３１を検圧線収容溝３２３に収容する。次に、端子部３３２のＹ方向内
側の係止片３３２ｂを係止受け部３２１ｂに係合させつつ、Ｙ方向内側端部を突出片３２
１ａよりもＺ方向下側に配する。さらに、端子部３３２を操作して電圧検出端子３３全体
をＹ方向に撓ませ（即ち、Ｘ方向から見てＺ方向下側に凸となるように曲げ）、挿通孔３
３２ａに電極２１１を挿通させつつＹ方向外側端部をバスバー収容部３２１に近づけてい
く。そして、端子部３３２のＹ方向外側の係止片３３２ｂを係止受け部３２１ｂに係合さ
せつつ、Ｙ方向外側端部を突出片３２１ａよりもＺ方向下側に配することで組み立てを終
了する。
【００２６】
　このような本実施形態によれば、以下のような効果がある。即ち、バレル部３３１が連
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結部３３３を介して端子部３３２のＹ方向外側端部に接続されていることで、バレル部３
３１及び連結部３３３のＹ方向寸法を長くすることができ、電圧検出端子３３全体をＹ方
向に撓ませようとした場合にＸ方向に撓むことが防がれ、バスバー収容部３２１に収容す
る際の組立性を向上させることができる。
【００２７】
　さらに、検圧線収容溝３２３が第一収容部３２１Ａと第二収容部３２１Ｂとの間に配さ
れていることで、バレル部３３１のＹ方向寸法を確保しつつバスバー収容部３２１と電線
配索部３２２との間のＹ方向寸法を小さくすることができ、バスバーモジュール３全体の
Ｙ方向寸法を小さくするとともに電源装置１全体のＹ方向寸法を小さくして小型化するこ
とができる。
【００２８】
　また、バレル部３３１と連結部３３３が略同一の方向に延びていることで、構成を簡単
化することができる。また、バレル部３３１と連結部３３３とがＹ方向及びＸ方向に傾斜
して延びていることで、バレル部３３１と連結部３３３との合計の長さ寸法を確保しつつ
検圧線収容溝３２３のＸ方向寸法を小さくすることができ、バッテリ２１同士の間隔を狭
くして電源装置１のＸ方向寸法を小さくして小型化することができる。
【００２９】
　また、端子部３３２がＸ方向端部において連結部３３３に接続されるとともに、Ｙ方向
端部において係止片３３２ｂと係止受け部３２１ｂと突出片３２１ａとによってバスバー
収容部３２１に固定されていることで、連結部３３３と係止片３３２ｂ及び突出片３２１
ａとの干渉を防いでスペースを効率的に利用することができる。
【００３０】
　また、バスバー収容部３２１と電線配索部３２２との間にカバー部を係止するための係
止溝３２４が形成されていることで、バレル部３３１のＹ方向寸法を確保するために検圧
線収容溝３２３のＹ方向寸法を大きくしても、ケース体３２と電線配索部３２２の間のス
ペースを有効に利用することができる。
【００３１】
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成できる
他の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。例えば、前記実施形態
では、バレル部３３１と連結部３３３とがＹ方向及びＸ方向に傾斜して延びる構成とした
が、図４に示すように、電圧検出端子３Ｂのバレル部３３１ＢがＹ方向に延びるとともに
連結部３３３ＢがＸ方向に延びていてもよい。このような構成によれば、バレル部３３１
のＹ方向寸法をさらに長くすることができ、組立性を向上させることができる。
【００３２】
　また、前記実施形態では、端子部３３２に係止片３３２ｂが形成されるとともにバスバ
ー収容部３２１に係止受け部３２１ｂと突出片３２１ａとが形成されるものとしたが、係
止片３３２ｂ、係止受け部３２１ｂ、及び突出片３２１ａは省略されていてもよく、例え
ば、電極２１１がねじ状に形成され、電極２１１がバスバー３１の挿通孔と端子部３３２
の挿通孔３３２ａに挿通された後にナットで固定される構成であってもよい。
【００３３】
　また、前記実施形態では、電源装置１は一列に配列されたバッテリ群２とこれを接続す
るバスバーモジュール３とを有するものとしたが、電源装置は、一列のバッテリ群２を一
ユニットとして複数ユニットがバスバーモジュールによって直列又は並列に接続されてい
てもよい。このような構成によれば、電源装置の電圧と容量とを任意に設定することがで
きる。
【００３４】
　また、前記実施形態では、電線配索部３２２がバスバー収容部３２１のＹ方向内側に配
されるものとしたが、電線配索部がバスバー収容部の外側に配される構成であってもよく
、バッテリ２１の形状や電線の接続に合わせて適宜な位置に配されていればよい。
【００３５】
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　その他、本発明を実施するための最良の構成、方法などは、以上の記載で開示されてい
るが、本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施
形態に関して特に図示され、且つ、説明されているが、本発明の技術的思想および目的の
範囲から逸脱することなく、以上述べた実施形態に対し、形状、材質、数量、その他の詳
細な構成において、当業者が様々な変形を加えることができるものである。従って、上記
に開示した形状、材質などを限定した記載は、本発明の理解を容易にするために例示的に
記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状、材質などの限
定の一部、もしくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００３６】
　１          電源装置
　２１        バッテリ
　３          バスバーモジュール
　３１        バスバー
　３２        ケース体
　３３        電圧検出端子
　３４        電圧検出線
　３２１      バスバー収容部
　３２１ｂ    係止受け部
　３２２      電線配索部
　３２３      検圧線収容溝（電線収容部）
　３３１      バレル部
　３３２      端子部
　３３３      連結部
　３３２ｂ    係止片
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